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福祉施設整備担当 

障 害 者 福 祉 課 

 

（仮称）障害者グループホーム高浜の管理運営について 

 

カナルサイド高浜に整備する障害者グループホームの管理運営について、令和 

８年１月の開設に向けて以下のとおり定めます。 

   

１ 障害者グループホームの名称、位置等 

（１）名称 

   施設の名称は、「港区立障害者グループホーム高浜」とします。 

 

（２）位置等（別紙参照） 

所 在 地 港区芝浦四丁目３番２８号（カナルサイド高浜６階部分） 

床 面 積 約４３５.６７㎡ 

諸室概要 
居室（６室）、キッチン、トイレ、浴室、脱衣室、洗濯室、

事務室、世話人室、ダイニング、倉庫 等 

 

（３）カナルサイド高浜の階構成 

（階構成）※障害者グループホームは、網掛け部分 

１６階～１９階 シティハイツ高浜 

７階～１５階 特別区人事・厚生事務組合事務所・宿泊所 

６階 障害者グループホーム（６室） 

５階 小規模多機能型居宅介護施設（民営） 

４階 障害福祉サービス事業所（風の子会高浜生活実習所） 

１階 ～ ３階 私立認可保育園（民営） 

 

２ グループホームの類型 

知的障害者への安定的な支援のため、入居期限を定めない滞在型グループホームと

します。 

 

３ 利用対象者 

（１）区内に住所を有し、共同生活援助又は短期入所に係る障害福祉サービス受給者証

の交付を受けている方 

（２）東京都愛の手帳交付要綱に基づき愛の手帳の交付を受けている方 

 

４ 利用対象者の定員及び性別 

グループホームの居室は、男女双方の需要に対応するため、設計段階の検討で、入

居者の居室を３部屋ずつエリアで分ける構造としています（別紙参照）。 

民間施設含めた区内にある知的障害者グループホームの男女の専用居室は同数あ

り、ほぼ満床状態であること、また、同性介助など利用者への安定した支援を行う観

点から、利用定員は、知的障害者の男女３名ずつとします。 
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５ 入居者の決定方法 

  区の職員及び外部の相談員で構成する入居調整会議を設置し、選考を実施した上で、

入居者を決定します。 

 

６ 管理運営の方法 

  障害者グループホームは、様々な障害特性のある障害者が複数人で共同生活を送る

施設であり、障害特性に応じた日常の生活支援や体調不良をはじめとした緊急時や夜

間時の対応など、運営には高い専門性とその時々の状況に応じた柔軟な対応が必要で

す。事業者が持つノウハウ、アイデア、専門性を活用して質の高い区民サービスを提

供するため、指定管理者制度を導入します。 

また、長期的に安定した運営が強く求められる施設のため、指定期間は令和８年１

月１日から令和１７年３月３１日までの９年３か月とします。 

 

７ 利用者負担    

（１）障害福祉サービスの利用者負担 

   原則１割が利用者負担となります。なお、月ごとの利用者負担には上限があ 

り、所得に応じて各区分の負担上限月額が設定されます。 

＜参考＞利用者の負担上限月額 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低 所 得 区市町村民税非課税世帯 ０円 

一  般 上記以外 ３７，２００円 

 

（２）特定費用（家賃等） 

費用 月額 

家  賃 ２０，０００円とします。 

光熱水費 ６，０００円を超えない範囲とします。 

食材料費 ３３，０００円を超えない範囲とします。 

 

８ 規定整備 

港区立障害者グループホーム高浜の設置に当たり、名称や位置、定員を追加するた

め、港区立障害者グループホーム条例を一部改正します。 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年  ９月    令和６年第３回港区議会定例会（「港区立障害者グ 

ループホーム条例」の改正案の提出） 

      １１月    指定管理者候補者の公募開始 

      １１月～令和７年１月 応募期間 

  令和７年 ５月    指定管理者候補者の選定 

 ６月       令和７年第２回港区議会定例会（指定管理者の指定 

       議案の提出） 

      １０月    入居者募集開始 

令和８年 １月１日  施設開設、指定管理者による運営開始 
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